様式第30号(第38条関係)

　(在外投票事務処理簿の様式)

在外投票事務処理簿

その1　(在外選挙人の在外投票に関する事項)

1　在外選挙人に関する事項
2　在外公館投票に関する事項
3　郵便等投票に関する事項
4　投票手続の変更等
5　指定在外選挙投票区投票管理者への送致年月日
6　交付の拒絶
備考

在外選挙人名簿抄本整理番号
氏名
在外選挙人証交付番号
令第65条の7の規定による投票の受理
令第65条の11の規定による投票用紙等の請求及び交付
令第65条の12の規定による投票の受理年月日
令第65条の17第2項の規定による手続の変更及び投票用紙の返還等

投票用紙等の交付の拒絶





受理年月日
送付者
請求年月日
請求の方法
送付年月日

手続の変更
投票用紙等の返還年月日
返還先

拒絶年月日
拒絶理由


　
　
　
　
　
　
郵送等・直接
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
郵送等・直接
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
郵送等・直接
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(記載上の注意)

　1　「4　投票手続の変更等」の欄中、返還先は次の区分によること。

　　　　　　 1　法第44条の投票をしようとする場合、指定在外選挙投票区投票管理者

　　　　　　 2　法第48条の2第1項の規定による投票をしようとする場合、市町村選管の指定した期日前投票所の投票管理者

　　 返還先　3　法第49条第1項の規定による投票をしようとする場合、在外選挙人名簿登録地選管の委員長

　　　　　　 4　法第49条の2第1項第1号の投票をしようとする場合、在外公館の長

　　　　　　 5　以上1～4の投票手続の変更を行わず、その投票をしなかった者、在外選挙人名簿登録地選管の委員長

　2　郵便等投票から不在者投票へ投票手続を変更した者(上記3該当)については、その氏名、件数を「在外投票に関する調書」(在外則第18号様式)に記載し、当該者が令第53条の規定により不在者投票の投票用紙等の交付を受けた場合には、併せて「在外選挙人の不在者投票に関する調書」(在外則第18号様式の2)にその数を計上しなければならない。

　3　郵便等投票から在外公館投票へ投票手続を変更した者(上記4該当)についてもその氏名、件数を「在外投票に関する調書」(在外則第18号様式)に記載する必要がある。

　　 なお、この投票方法の変更は、在外公館投票に係る投票用外封筒の裏面に「□　投票用紙等の返還あり」にチェックされているので確認のうえ記載すること。

その2　(在外投票の投票用紙等の交付に関する事項)

区分
請求年月日
交付を受けた年月日
交付を受けた数
追加請求年月日
追加交付を受けた年月日
追加交付数
交付を受けた総数
備考

投票用紙
　
　
　
　
　
　
　
　

点字投票用紙
　
　
　
　
　
　
　
　

内封筒
　
　
　
　
　
　
　
　

郵便等投票用封筒
　
　
　
　
　
　
　
　

投票用紙等発送用封筒
　
　
　
　
　
　
　
　

投票の送付用封筒
　
　
　
　
　
　
　
　

投票用紙等の送付書等
　
　
　
　
　
　
　
　

備考　請求年月日欄は、山梨県選挙管理委員会を経由して総務大臣に請求した日を記載する。

